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                       ★税務・会計 
① 政治資金パーティー 
政治活動資金集めのために開催される政治資

金パーティーのパーティー券を購入した場合、

購入目的によって判断します。政治家との付き

合いで購入したものならば寄付金となり、同業

者団体から回されて購入したものであれば交際

費となります。 

② 建物の移動費用等 
会社が建物の移動や解体移築をした費用は修

繕費として損金に算入できる。ここでいう解体

移築とは旧資材の70％以上が再利用できる場合

で、それをそのまま利用して解体前と同一の規

模・構造の建物を再構築するものに限られます。

③ 業務中の駐車違反 
従業員が駐車違反をした場合に発生する費用

には交通反則金のほか、車の移動料（レッカー

車代）や保管料などの徴収金があります。法人

税法上、会社が納付する罰金および科料または

過料は費用にはなりません。ただし、業務遂行

中におきたものでなければその従業員の給与

（賞与）として源泉徴収する必要があります。

一方、車の移動料や保管料などの徴収金は、罰

金には該当しません。このため、業務遂行中な

どの理由があれば、徴収金は給与以外の費用に

することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●ニュースな日々      ●お    ●蒲田行進曲  

★ 経営 
① 小さな力で大きく動かす！システム

思考の上手な使い方 
 「システム思考」はすでに海外でもデュポン、

GMなど年間数百億円規模に及ぶ業務改善・利益

向上をもたらす問題解決アプローチ。その全貌

と方法を詳細かつ平易に解説。変化を味方に付

け、努力を100％成果につなげる実践手法がここ

にあります！ 

http://event.tokyo-cci.or.jp/event_detail-

13772.html 

★ 人・もの・カネ 
① 高年齢者等共同就業機会創出助成金 
 45 歳以上の高年齢者等 3人以上が、自らの職

業経験等を活用すること等により、共同して事

業を開始し、労働者を雇い入れて継続的な雇

用・就業の機会を創設した場合に、当該事業の

開始に要した一定範囲の費用について支給され

ます。平成 19 年 4 月 1日以降に法人の設立登記

を行った事業主が適用となります。 

注）平成 19 年 3 月 31 日までに法人の設立登記

を行った事業主は、平成 18 年度の制度が適用と

なります。 

http://www.jeed.or.jp/elderly/employer/sub

sidy/h19_subsidy_generation.html#comment 

 

定年退職者の半数強、企業

が再雇用・06 年度日経調査 
65 歳までの雇用延長を定めた改

正高年齢者雇用安定法が施行され

た 2006 年度に、主要企業が定年退

職者の 5 割強を再雇用したことが

日本経済新聞社の調べでわかりま

した。トヨタ自動車が 56％を残し

たほか、ＪＦＥスチールと東日本

旅客鉄道（ＪＲ東日本）は約 7 割

を確保した。07 年度も再雇用制度

の活用は拡大する見通しで、「団

塊世代」の大量定年で懸念される

労働力不足を緩和する効果が期待

できそうです。 
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最近セカンドライフなる言

葉を耳にします、退職後の第二

の人生かと思いきや、ネットの

中で仮想の自分を存在させる

バーチャルスペースのことら

しいです。大企業でもセカンド
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ライフをマーケティングの場

として注目しているようです。
すすめの goods! 

『∞プチプチ』 
ンダイは 6月 22 日、エアパ

キンを模したキーチェーン

具「∞プチプチ」を発表しま

た。エアパッキン大手で「プ

プチ」の商標を持つ川上産業

協力し、プチプチをツブすと

の感触をリアルに再現、しか

、なくなりません。 

「∞プチプチ」は、手のひら

イズの本体に 8個のツブを

載。また、ツブすと同時に背

のスピーカーから「本物をツ

したときの音をサンプリン

した」という効果音が出ま

。9月下旬発売予定。 
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